
 
入  札  公  告 

 
下記のとおり制限付き一般競争入札に付する工事について、入札参加を希望する場合は一般競争入

札参加申請書を提出してください。 

なお、本入札は佐渡市財務規則等の手続きに準拠し、実施するものとします。 

 

令和 5 年 3 月 28 日 

社会福祉法人 勇樹会 

理事長  中野 勇 

１．入札に付する事項 

(１)工事名 特別養護老人ホーム朱鷺いろの杜 梅津 土地造成工事 

(２)工事場所 佐渡市梅津 2317 番 1 外 地内 

(３)履行期限 契約日から令和 6年 3月 15 日まで 

(４)工事概要 

・土工 1式 排水工 1式 擁壁工 1式 給水施設工 1式 調整池工 1式 

乗入れ工 2箇所 舗装工 1式 安全施設工 1式 法面伐採工 1式等  

 敷地面積 5,417.91 ㎡（開発区域面積） 

 ※令和 5年 5月連休明け予定の地域住民説明会に出席説明できること 

(５)入札日時 令和 5年 4月 21 日（金） 午前 10 時 

(６)入札場所 
ハードオフエコスタジアム新潟 会議室 4 

新潟市中央区長潟 570 番地 電話 025-287-8900 FAX 025-287-8918   

(７)契約条項を示す場所 社会福祉法人 勇樹会本部（掲示板）※当法人ホームページ参照 

(８)現場説明 なし 

(９)入札保証金 免除 

(10)契約保証金 契約金額の 10％以上の額（佐渡市財務規則第 145 条の規定による） 

(11)請負業者賠償責任保険 要加入 

(12)予定価格 事後公表 

(13)最低制限価格 設定する（最低制限価格未満の入札は無効とする） 

(14)入札を無効とする場合

に関する事項 

佐渡市財務規則第 168 条の規定に該当する場合のほか、申請書又は提出

資料に虚偽の記載がある者のした入札及び入札に参加する資格のない者

の行った入札並びに入札に関する条件に違反した入札は無効とする 

(15)入札を中止にする場合

に関する事項 
佐渡市財務規則第 172 条の規定による 

(16)談合情報等により、公

正な入札が行われない

おそれがあるときの措

置 

談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められる

ときは、前項の規定によるほか、抽選により入札者を決定することがあ

る 

(17)前払金 契約金額の 10％ 

(18)部分払 あり（支払割合、回数は契約時に協議する） 



 

２．入札参加資格の要件 

(１)単体又は特定共同企業

体 
特定共同企業体のみ 

(２)工種 土木一式 

(３)特定建設業 構成員はすべて特定建設業の許可を受けている者 

(４)特定共同企業体の条件 

構成員数及び出資比率 

２ＪＶ（最小出資比率 30％以上） 

ア 代表者は、構成員のうち施工能力等に照らし円滑な共同施工を確保

する上で中心的な役割を担うことができる者とし、出資比率は最大で

あること 

イ 構成員は、当該工事において他の特定共同企業体の構成員になるこ 

とはできない 

(５)等級 
構成員はすべて令和 3・4年度佐渡市建設工事入札参加資格者名簿に土木

一式工事の等級がＡ等級に格付されている者（経常共同企業体を除く） 

(６)営業拠点 
構成員はすべて佐渡市内に本社又は営業所等（主たる営業所から契約に

関する一切の権限を委託されている営業所等）を有する者 

(７)実績要件 

ア 代表者 

平成 24 年 4 月 1 日以降に竣工した、請負金額 1 億 2 千万円以上の

土木一式工事で、公共工事又はコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）登録の公共

発注機関等の工事の元請実績（単体，又は共同企業体の場合は代表構

成員としての実績に限る）がある者 

イ 代表者以外の構成員 

  問わない 

(８)配置技術者 

ア 代表者 

本工事を施工しうる主任（監理）技術者で、建設業法における土木

工事業に対応した監理技術者証の交付を受けている者を専任で配置

すること 

イ 代表者以外の構成員 

  本工事を施工しうる主任（監理）技術者を専任で配置すること 

ア、イとも配置する技術者は入札参加申請日から過去 3 ケ月以上所

属する構成員と継続して、直接的な雇用関係を有する者であること 

(９)共通事項 

ア 地方自治法施行令第 167 条の 4第 1項の規定に該当しない者 

イ 佐渡市建設工事入札参加資格審査規程（平成 16 年佐渡市公告第 73

号）第 2条第 1項各号又は第 2項第 1号若しくは第 2号に該当しない

こと 

ウ 入札公告日から開札日までの期間中に、佐渡市から指名停止を受け

ていない者 

エ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手

続開始の申立て、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条

の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること 



３．入札の参加手続き 

(１)入札参加申請 
一般競争入札参加申請書の様式は、下記提出先で配布又は当法人ホーム

ページからダウンロードしてください。 

(２)添付書類 

（入札参加資格要件の確認

書類） 

入札参加資格要件の確認資料として、入札参加申請書に下記の書類を添

付してください。 

様式は当法人ホームページからダウンロードしてください。 

ア 入札参加資格要件の確認書類の提出について（別記様式第 1号） 

イ 施工実績調書（別記様式第 2号）※特定共同企業体の代表者のみ 

ウ 配置予定技術者調書（別記様式第 3号）※構成員毎 

エ 特定共同企業体協定書（参考様式は当法人ホームページに掲載） 

(３)参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は内容を確認次第、各申請者（特定共同企業体

の代表者）にメールで通知します。 

※入札参加申請書に送付先メールアドレスを記載してください。 

(４)提出先及び提出方法 

1 提出先 

社会福祉法人 勇樹会 本部事務室     電話 025-278-5253 

新潟市東区粟山 706 番地 1    FAX   025-276-5880 

2 提出方法 

  上記、提出先に持参してください（持参以外は受け付けません）。 

(５)入札参加申請期限 令和 5年 4月 6日（木） 

(６)受付期間 
入札公告の日から上記入札参加申請期限の日（3月 28 日～4月 6日）の

午前 10 時～午後 4時（土曜、日曜を除く） 

(７)設計図書及び図面 入札参加申請書提出時に電子データ（ＣＤ‐Ｒ）で無償配布します。 

(８)質疑書の提出について 

本工事は、現場説明会を開催しませんので、質疑事項がある場合は、 

下記により質疑書をメールで提出してください。 

ア 様式   別紙様式（当法人ホームページからダウンロードしてく

ださい。）で作成してください。 

イ 提出期間 令和 5年 4月 6日(木) ～ 4 月 11 日(火)午後 4時必着 

ウ 提 出 先 社会福祉法人 勇樹会 本部  

      Ｅ-mail:info-utashiro@yuukikai.com  

            件名を「設計質疑 山田宛」でお送りください。 

電話・ＦＡＸでの受付は一切しません。 

電子メールのみの受付となります。 

エ 回    答 4 月 14 日（金）までに入札参加申請書に記載のメールア

ドレス宛（全特定共同企業体の代表者）にお送りします。 

(９)入札時の注意事項 

ア 入札時間に遅れた場合は、入札に参加できません。 

イ 代理人が入札する場合は委任状（当法人ホームページからダウンロ

ードしてください）を提出してください。 

ウ 入札の際、入札書に記載される金額に対応した工事費内訳書（設計

図書の設計書と同じ様式（項目、並び順）で中項目まで)を特定共同企

業体名が分かるようにして提出してください。また、値引については

各項目に按分する等反映させ、値引金額は記載しないでください。 

  工事費内訳書を提出しない入札は無効とします。 



 

エ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の

１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札者の入

札価格とするので、入札参加申請者は、消費税及び地方消費税に係る

課税業者であるか免除業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

オ 入札参加申請後に入札を辞退する場合は、書面（当法人ホームペー

ジからダウンロードしてください）で届け出てください。 

カ 入札に参加される方は、入札参加申請者（特定共同企業体）毎に１

名とします。 

※厳守してください。 

(10)落札者の決定 

ア 予定価格の範囲内で最低価格入札者（最低制限価格未満の入札者を

除く）を落札者とします。 

イ 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格

の入札がないときは、再入札を行います。 

なお、最低制限価格未満の入札をした者、「⒈入札に付する事項（14)

入札を無効とする場合に関する事項」に該当する入札をした者は、再

入札に加わることができません。 

ウ 再入札は 2 回までとし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 

167 条の 2 第 1 項第 8 号の規定により、最低金額を記載した入札者と

随意契約の交渉を行うことがあります。 

エ 落札とすべき同価の入札を行った者が 2 以上あるときは、直ちに、

くじ引きにより落札者を決めます。 


